
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録データに対する誤り訂正の単位となる ブロック
が、 付加された複数のフレームに分割 記録され 単位ブロッ
ク領域と、
　隣接する前記単位ブロック領域間の境界部に挿入され

リンキング領城と、
　を備え、
　前記リンキング領域 の２つのシンクコードのシンクパターンが異なることを特徴とす
る情報記録媒体。
【請求項２】
　前記リンキング領域は、前記隣接する単位ブロック領域の全ての前記境界部に挿入され
ていることを特徴とする請求項１に記載の情報記録媒体。
【請求項３】
　記録データに対する誤り訂正の単位となる ブロックが、
付加された複数のフレームに分割 記録され 単位ブロック領域と、隣接する前記単位
ブロック領域間の境界部に挿入され

リンキング領城と、を備え、前記リンキング領域 の
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ＥＣＣ（ Error Correcting Code）
それぞれシンクコードが して た

、前記単位ブロック領域における
シンクコード間隔と同間隔となる位置に前記単位ブロック領域内のシンクコードと異なる
シンクコードが付加された２つのフレームが配置された

内

ＥＣＣ それぞれシンクコードが
して た

、前記単位ブロック領域におけるシンクコード間隔と
同間隔となる位置に前記単位ブロック領域内のシンクコードと異なるシンクコードが付加
された２つのフレームが配置された 内



２つのシンクコードのシンクパターンが異なる情報記録媒体の当該記録データを再生する
情報再生装置であって、
　再生された記録データから するシンクコード検出手段と、
　前記検出されたシンクコードに基づいて前記リンキング領域の位置を判別する再生制御
手段と、
　を備えることを特徴とする情報再生装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、リンキング領域が設けられた情報記録媒体と、該情報記録媒体を再生する情
報再生装置の技術分野に属するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ＤＶＤ（ Digital Versatile Disc）に代表される大容量の情報記録媒体の普及が進んで
いるが、最近ではデータを記録可能な情報記録媒体に対する要望が高まっている。例えば
、データを１回のみ書き込み可能なＤＶＤ－Ｒ（ DVD-Recordable）や、データを繰り返し
書き換え可能なＤＶＤ－ＲＷ（ DVD‐ Re-Recordable）などの記録可能なディスクに関する
規格が知られている。こうした記録可能なディスクを用いた記録を行う場合、既にデータ
が書き込まれた領域に続いて別のデータを書き込む状況では、双方のデータ部分の境界部
にリンキング領域を設ける必要がある。すなわち、前回の記録済みデータの直後から新た
にデータを記録し始めると、再生時にタイミングのずれに起因するデータエラーが発生す
るため、新たな追記データの先頭部分を所定の間隔だけ離して配置し、正常な再生を保証
するものである。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ＤＶＤフォーマットでは、ＥＣＣブロックを単位として誤り訂正処理が施されるので、
光ディスクの追記部分には、前回の記録済みデータに含まれる最後のＥＣＣブロックと、
新たな追記データに含まれる最初のＥＣＣブロックが隣接される配置となる。通常は、新
たな追記データに含まれる最初のＥＣＣブロックにおいて、先頭付近の所定範囲が上述の
リンキング領域として設定される。しかしながら、このようにリンキング領域を設定する
場合には、ＥＣＣブロックのうちエラー訂正に利用可能なサイズが減少するので、その分
エラー訂正能力が劣化することが問題となる。一方、このようなエラー訂正能力の劣化を
避けるため、追記データの先頭のＥＣＣブロックには、本来記録するデータを書き込まな
いようすることも可能である。しかし、ＥＣＣブロックはかなり大きいデータサイズを有
するので（１６セクタ長＝３８６８８バイト長）、追記データを記録する度に先頭のＥＣ
Ｃブロックを使用できないことになると、記録領域の無駄な部分が多くなり、ディスクに
記録可能なデータ容量の減少を招くことが問題となる。
【０００４】
　また、ＤＶＤ－ＲＯＭと上記記録可能なＤＶＤ－ＲＷ／ＤＶＤ－Ｒとの互換性を確保す
ることが問題となる。
【０００５】
　そこで、本発明はこのような問題に鑑みなされたものであり、エラー訂正能力の劣化を
回避して信頼性を向上させるとともに、記録領域の無駄を少なくして記憶容量の有効活用
を図ることが可能な情報記録媒体等を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の課題を解決するために、請求項１に記載の発明は、記録データに対する誤り訂正
の単位となる ブロックが、 付加された複数のフレームに分
割 記録され 単位ブロック領域と、隣接する前記単位ブロック領域間の境界部に挿入
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前記シンクコードを検出

ＥＣＣ それぞれシンクコードが
して た



され

リンキング領城と、を備え、前記リンキング領域 の２つのシンクコードのシンクパ
ターンが異なるように構成されている。
【０００７】
　上記の課題を解決するために、請求項 に記載の発明は、記録データに対する誤り訂正
の単位となる ブロックが、 付加された複数のフレームに分
割 記録され 単位ブロック領域と、隣接する前記単位ブロック領域間の境界部に挿入
され

リンキング領城と、を備え、前記リンキング領域 の２つのシンクコードのシンクパ
ターンが異なる情報記録媒体の当該記録データを再生する情報再生装置であって、再生さ
れた記録データから するシンクコード検出手段と、前記検出され
たシンクコードに基づいて前記リンキング領域の位置を判別する再生制御手段と、を備え
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、本発明の好適な実施の形態を図面に基づいて説明する。本実施形態においては、
ＤＶＤフォーマットに従ってディジタルデータを記録可能な情報記録媒体を用いて記録及
び再生を行う情報記録再生装置に対し本発明を適用する場合の構成を説明する。
【０００９】
　本実施形態においては、記録可能なＤＶＤ－ＲＷ／ＤＶＤ－Ｒなどのディスクへの記録
時に、後述のようにリンキング領域を設け、記録済みデータに続いて追記データを記録す
る場合には、その境界部にリンキング領域を挟んで記録が行われる。そして、このように
記録可能なディスクに設けられるリンキング領域の構造は、従来とは異なる特徴を備えて
いる。
【００１０】
　初めに、実施形態に係る情報記録再生装置の概要構成を及びその動作について、図１を
用いて説明する。なお、図１は、本発明の第１の実施形態に係わる情報記録再生装置の概
略構成を示すブロック図である。
【００１１】
　図１に示すように、実施形態に係る情報記録再生装置１は、上記記録可能なＤＶＤ－Ｒ
Ｗ／ＤＶＤ－Ｒなどのディスク２に対するデータ記録／再生用の光ピックアップ３を備え
ている。
【００１２】
　また、情報記録再生装置１は、外部から入力された記録すべき情報（例えば、情報記録
再生装置１を使用するユーザから入力された情報（画像情報、音声情報および画像・音声
混在情報等、以下、ユーザデータとする）に対応するアナログ信号をデジタル化すると共
に、当該デジタル化されたユーザデータに対して誤り訂正処理等を含む符号化処理を施し
て、ＥＣＣブロックを構成するＥＣＣブロック構成部５と、このＥＣＣブロック構成部５
によりＥＣＣブロック化された記録データに対してリンキング領域を挿入するリンキング
領域挿入部６と、リンキング領域が挿入された記録データを、その記録すべき情報に対応
する形状のビットとして光ピックアップ３を介してディスク２上に記録するためのデータ
記録部７と、上記記録すべき情報の光ディスク２への記録時において未記録状態の光ディ
スク２における記録トラックからの反射光に基づいて当該記録トラックにおける後述する
ウォブリングに対応するウォブリング検出信号を検出してＣＰＵ２０及びＰＬＬ（ Phase 
Locked Loop）に出力するウォブル検出部２２と、当該ウォブリング検出信号に基づいて
上記データ記録部７、リンキング領域挿入部６及びＥＣＣブロック構成部５における夫々
の動作の基準となる記録クロック信号を生成して当該データ記録部７、リンキング領域挿
入部６及びＥＣＣブロック構成部５に出力する上記ＰＬＬ２３と、上記ウォブリング検出
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、前記単位ブロック領域におけるシンクコード間隔と同間隔となる位置に前記単位ブ
ロック領域内のシンクコードと異なるシンクコードが付加された２つのフレームが配置さ
れた 内

３
ＥＣＣ それぞれシンクコードが

して た
、前記単位ブロック領域におけるシンクコード間隔と同間隔となる位置に前記単位ブ

ロック領域内のシンクコードと異なるシンクコードが付加された２つのフレームが配置さ
れた 内

前記シンクコードを検出



信号に基づいて後述する態様で未記録状態の光ディスク２上に記録されているアドレス情
報を検出し、上記データ記録部７に出力する上記ＣＰＵ２０と、を備えている。
【００１３】
　すなわち、ディスク２は、図示しない回転駆動部により回転駆動されており、光ピック
アップ３は、データ記録部７から送られた記録データを受信し、そのデータ記録部７の制
御に基づいて、光ピックアップ３内の図示しない半導体レーザ等の光源を駆動してレーザ
光等の光ビームを生成してディスク２の情報記録面に照射し、記録データに対応するピッ
トを形成して記録データをディスク２上に記録する。
【００１４】
　このとき、当該記録データの記録に先立ち、光ピックアップ３は上記光ビームの光ディ
スク２からの反射光を受光し、上記記録トラックにおけるウォブリングの周期を検出して
対応する上記ウォブリング検出信号をＰＬＬ２３及びＣＰＵ２０に出力する。
【００１５】
　そして、ＣＰＵ２０は当該ウォブリング検出信号に基づいて記録トラック上のアドレス
情報を検出し、これをデータ記録部７へ出力する。これにより、データ記録部７は、当該
出力されてきたアドレス情報に基づいて記録データを記録すべき光ディスク２上の記録位
置を認識し、上述した如く記録データの記録を行う。
【００１６】
　さらに、情報記録再生装置１は、光ピックアップ２から出力された、前記ディスク２か
らの反射光に対応する光信号を受信して上記反射光に対応する再生信号を生成する再生信
号生成部１１と、再生された再生信号を２値化処理して２値化信号を生成する２値化処理
部１２と、生成された２値化信号に基づいてシンクパターンを生成するシンクパターン生
成部１３とを備えている。
【００１７】
　また、情報記録再生装置１は、シンクパターン生成部１３および情報記録再生装置１の
他の構成要素（図１に示すブロック構成要素を含む）に対して動作基準となるクロック信
号を供給するＰＬＬ１４と、このＰＬＬ１４に対する動作制御用のホールド信号を発生す
るホールド信号発生部１５と、シンクパターン生成部１３により生成されたシンクパター
ンに基づいて再生データを読み取って出力するデータ読取部１６とを備えている。
【００１８】
　さらに、情報記録再生装置１は、光ピックアップ２、ＥＣＣブロック構成部５～データ
記録部７に対してデータ通信可能に接続されており、上記光ピックアップ２、ＥＣＣブロ
ック構成部５～データ記録部７を介した上述した情報記録処理全体を統括的に制御する上
記ＣＰＵ２０を備えている。
【００１９】
　このＣＰＵ２０は、シンク検出部１３～データ読取部１６に対してデータ通信可能に接
続されており、上述したデータ記録部７による情報記録処理と共に上記光ピックアップ２
、シンク検出部１３～データ読取部１６を介した上述した情報再生処理全体を統括的に制
御する機能も有している。
【００２０】
　また、情報記録再生装置１は、ＣＰＵ２０がアクセス自在なメモリ２１を備えており、
ＣＰＵ２０は、その動作に必要なデータをメモリ２１に対して書き込みおよび読み出し自
在となっている。また、メモリ２１には、ＣＰＵ２０に上記情報記録／再生処理機能を実
現させるためのプログラムが記憶されている。
【００２１】
　以下、図２～図５を用いて、本実施形態における上記リンキング領域を含むデータ構造
の概要について説明する。
【００２２】
　図２は、ＤＶＤフォーマットにおけるＥＣＣブロックのデータ構成を示す図である。こ
のＥＣＣブロックは、入力されたユーザデータに誤り訂正を施す際の単位ブロックとして
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の役割を担う。図２に示すように、ディスク上で連続配置される１６セクタ（図１ではセ
クタ０～１５）分のデータが１ＥＣＣブロックに対応する。まず、記録すべきユーザデー
タに対し同一のスクランブルを施した後、パリティを付加してインターリーブを施すこと
により、ＥＣＣブロックが構成される。なお、図２において、ＥＣＣブロックに含まれる
各セクタは１８２バイト×１３行の構成であって、１ＥＣＣブロックは１８２バイト×２
０８行の構成となる。
【００２３】
　図３は、上記セクタのデータ構成を示す図である。図２に示すように、１セクタを構成
する１３行を２等分し、各々の９１バイト（１４５６ビット）に対し３２ビットのシンク
コード（ＳＹ０～ＳＹ７）が付加される。そして、各シンクコードにより区切られたデー
タ部分によりシンクフレームが構成される。このように、シンクコードは再生時にシンク
フレームを判別するための識別情報としての役割を担っている。図３においては、各１行
は２つのシンクフレームからなり、１セクタは全部で２６個のシンクフレームを含んで構
成される。その結果、１ＥＣＣブロックには、全部で１６×２６個のシンクフレームが分
割配置されたデータ構造を有することになる。
【００２４】
　上記のシンクコードには、チャンネルビット幅１４Ｔのパルスが埋め込まれ、データ部
分に出現する最長チャンネルビット幅１１Ｔより長いパターンを有するので、データ部分
と区別して識別できる。また、シンクコードに対し先頭の９チャンネルビットに各々異な
るパターンを持たせているので、８通りのシンクコードＳＹ０～ＳＹ７が存在する。そし
て、図３に示すように、ＳＹ０～ＳＹ７を配置して、セクタ内のデータ位置を識別できる
ようになっている。
【００２５】
　ここで、本実施形態においては、図３に示すような標準的なシンクコードＳＹ０～ＳＹ
７のパターンに加え、リンキング領域で用いる特別なシンクコードのパターンを設けてい
る。
【００２６】
　図４は、ディスク上で記録済みデータと追記データの境界部にリンキング領域が挿入さ
れた状態を示す図である。図４に示すリンキング領域（斜線にて示す）は、記録済みデー
タの最後のＥＣＣブロックと追記データの先頭のＥＣＣブロックに挟まれる２シンクフレ
ーム分の領域に挿入されている。前後のＥＣＣブロックは、図３のデータ構成となるのに
対し、リンキング領域のシンクコードＳＹＸ、ＳＹＹの少なくともいずれかは、通常のシ
ンクコードＳＸ０～ＳＹ７とは異なる特別なパターンを用いている。
【００２７】
　すなわち、リンキング領域においては、第１のシンクフレームにシンクコードＳＹＸが
付加され、第２のシンクフレームにシンクコードＳＹＹが付加される。シンクコードＳＹ
Ｘ、ＳＹＹは、少なくともいずれかが上記通常のシンクコードＳＹ０～ＳＹ７とは異なる
パターンであり区別することができる。また、リンキング領域に含まれる２つのシンクフ
レームのデータ部分には、本来のデータを記録する代わりに、図４に示すようなダミーデ
ータが書き込まれるか、あるいは未記録とされる。
【００２８】
　なお、本実施形態ではデータ構造の簡素化のため、ディスク上で隣接するＥＣＣブロッ
クの全ての境界部にリンキング領域を挿入する。このようにしても、ディスクへの記録時
に記録済みデータと追記データの間にリンキング領域が常に挿入されるとともに、１６×
２６個のシンクフレームを含むＥＣＣブロックに対し、リンキング領域は僅かに２シンク
フレーム分のサイズであるため、ディスクの記憶容量の無駄は小さくて済む。ただし、上
述のようにＥＣＣブロックの全ての境界部にリンキング領域を挿入する構成に限られず、
ディスクの隣接するＥＣＣブロックの境界部のうち選択的にリンキング領域を設けるよう
構成にしても差し支えない。
【００２９】
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　図５は、図４に示すリンキング領域を含むデータ部分をディスクのデータ配列に従って
表した図である。図５において、データＡが記録済みデータであってデータＡの最後がＥ
ＣＣブロック（ｎ－１）であるとする。また、データＡに後続するデータＢが追記データ
であって、データＢの先頭がＥＣＣブロック（ｎ）であるとする。このとき、図５に示す
ように、ＥＣＣブロック（ｎ－１）とＥＣＣブロック（ｎ）の境界部には、上述の２つの
シンクフレームからなるリンキング領域が挿入される。すなわち、データＡがＥＣＣブロ
ック（ｎ－１）で終端に達するとリンキング領域に移行するとともに、リンキング領域に
後続してＥＣＣブロック（ｎ）から開始するデータＢに移行するようなデータ構造になっ
ている。このように、データＡとデータＢの接続部分では、ディスク上のＥＣＣブロック
の連続性がいったん途切れた状態でリンキング領域が挿入されることになる。
【００３０】
　また、図５に示すようにデータが配列されたディスクを再生する場合は、データＡに対
する再生動作を行ってＥＣＣブロック（ｎ－１）に達し、データＡが終了した後、リンキ
ング領域のシンクコードＳＹＸが検出される。シンクコードＳＹＸは、上述したようにシ
ンクコードＳＹ０～ＳＹ７と異なるパターンであるため、容易にリンキング領域の位置を
判別することができる。このシンクコードＳＹＸを再生時に検出するための具体的な構成
については後述する。なお、リンキング領域の判別のためにはシンクコードＳＹＹを検出
してもよいが、本実施形態ではシンクコードＳＹＸを検出してリンキング領域の判別を行
う。
【００３１】
　次に、上記ディスク２における記録トラックの実施形態について、図６を用いて説明す
る。なお、図６は、記録データが記録されていない状態のディスク２における記録トラッ
クの構成（拡大図）と上述してきた記録データのデータ構成との関係を示す模式図である
。
【００３２】
　図６最上段に示すように、実施形態のディスク２における記録トラックＴＲには記録デ
ータの記録位置を示すアドレス情報が予め記録されている。そして、当該記録トラックＴ
Ｒは、その長手方向（すなわち、ディスク２の周方向）において、一つのアドレス情報に
対応するアドレスユニットＡＵに分割されている。すなわち、例えば、アドレスｎなる値
を有するアドレス情報に対応するアドレスユニットＡＵ内に当該アドレスｎの位置に記録
されるべき記録データが記録されるのである。なお、このとき、各アドレスユニットＡＵ
に対応するアドレス情報は、対応するアドレスユニットＡＵ内の記録トラックＴＲをいわ
ゆるウォブリング（蛇行）させ、且つ対応するアドレス情報によりそのウォブリングの周
期を位相変調することにより記録されている。
【００３３】
　そして、実施形態のディスク２においては、図６に示すように、一のＥＣＣブロックを
構成する最終のデータが記録されるアドレスユニットＡＵと、当該一のＥＣＣブロックに
後続すべき次のＥＣＣブロックを構成する最初のデータが記録されるアドレスユニットＡ
Ｕと、の境界部分が、当該各ＥＣＣブロックを記録後におけるリンキング領域を構成する
シンクフレームの境界部分と一致するように、当該アドレスユニットＡＵが形成されてい
る。
【００３４】
　換言すれば、図６に示すように、ＥＣＣブロック（ｎ－１）を構成する最終のデータに
シンクコードＳＹＸを後続させたときのそのシンクコードＳＹＸを含むリンキング領域内
のシンクフレームの後端が記録されるべき位置が、ＥＣＣブロック（ｎ－１）に対応する
複数のアドレスユニットＡＵの内の最後のアドレスユニットＡＵの後端と一致し、更に、
ＥＣＣブロック（ｎ）を構成する最初のデータにシンクコードＳＹＹを先行させたときの
そのシンクコードＳＹＹの前端が記録されるべき位置が、ＥＣＣブロック（ｎ）に対応す
る複数のアドレスユニットＡＵの内の最初のアドレスユニットＡＵの前端と一致するよう
に、当該各アドレスユニットＡＵが形成されている。
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【００３５】
　なお、図６は、一のＥＣＣブロックにその前後に記録されるリンキング領域に記録され
る情報を加えた記録データが記録されるべきディスク２上の領域が四つのアドレスユニッ
トＡＵに相当している場合を図示しているが、これ以外に、ＥＣＣブロックとリンキング
領域に記録される情報とを加えた記録データが記録されるべきディスク２上の領域が、一
つ又は複数のアドレスユニットＡＵに相当していればよいこととなる。
【００３６】
　以上のように、本実施形態に係る情報記録再生装置は、ＤＶＤ－ＲＷ／ＤＶＤ－Ｒに対
し上述のようなデータ構造の記録データを構成する記録データ構成手段として機能すると
ともに、記録データに上述のような特徴を持つリンキング領域を挿入するリンキング領域
挿入手段として機能する。また、本実施形態に係る情報記録再生装置は、ＤＶＤ－ＲＷ／
ＤＶＤ－Ｒに対する追記データを記録する際に上述のように制御する記録制御手段として
機能する。
【００３７】
　次に、本実施形態に係る情報記録再生装置において光ディスク２に記録されているデー
タを再生する際の上記リンキング領域の検出動作について、図７を用いて説明する。図７
は、情報記録再生装置各部にて出力される信号のうち、リンキング領域付近の波形のパタ
ーンを示す図である。
【００３８】
　図１に示す情報記録再生装置１の構成において、ディスク２としては、データを１回の
み書き込み可能なＤＶＤ－Ｒ、あるいはデータを繰り返し書き換え可能なＤＶＤ－ＲＷを
用いることができる。装着されたディスク２は回転駆動されつつ、光ピックアップ１０に
よりレーザビームを照射され、記録トラックからの反射光がディテクタで受光され受光信
号が出力される。光ピックアップ１０からの受光信号は、再生信号生成部１１に入力され
、ピットの有無に応じてレベルが変化する再生信号が生成される。例えば、光ピックアッ
プ１０のディテクタが４分割形状であれば、４つの領域からの受光信号の和をとることに
より再生信号が得られる。
【００３９】
　ここで、図７の上側には、図５に示すようなディスク２のリンキング領域を含むデータ
部分を再生した場合の再生信号の波形パターンを示している。図７に示される再生信号は
、リンキング領域通過前のデータＡの部分と、リンキング領域通過後のデータＢの部分で
は、いずれもレベルが安定しているのに対し、リンキング領域に合致するデータＡとデー
タＢの接続部分では、再生信号のレベルが乱れていることがわかる。これは、追記データ
を記録する際に記録済みデータとの境界部分で前後のデータが不確定になるため、データ
再生の同期が失われることに起因する。よって、本実施形態では、リンキング領域の近辺
において以下に述べる構成によりデータ再生の同期を確保する。
【００４０】
　次に、２値スライス部１２は、再生信号生成部１１から出力される再生信号を、所定の
レベルでスライスして２値化し、ディスク１の記録データのデータパターンに対応する２
値化信号を生成する。そして、シンク検出部１３は、２値スライス部１２からの２値化信
号に基づいて、通常のシンクパターンＳＹ０～ＳＹ７又はリンキング領域に含まれるシン
クパターンＳＹＸ、ＳＹＹをそれぞれ区別可能に検出する。シンク検出部１３からは、リ
ンキング領域のシンクパターンＳＹＸが検出されるタイミングを判別するためのＳＹＸ検
出信号が出力される。図７に示すように、ＳＹＸ検出信号は、２値化信号に含まれるデー
タパターンにおいてシンクパターンＳＹＸの検出タイミングｔ０から短時間ハイとなるパ
ルス信号である。
【００４１】
　一方、ＰＬＬ１４は、２値スライス部１２からの２値化信号を入力し、再生データに同
期するクロックを抽出するクロック抽出手段として機能する。ＰＬＬ１４は発振回路を内
蔵し、２値化信号に連動してレベルが変化するＰＬＬエラー信号により発信周波数及び位
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相が制御される。ＰＬＬ１４において動作開始から所定の引き込み時間が経過するとロッ
ク状態となり、それ以降は安定なクロックが出力される。ＰＬＬ１４から出力されるクロ
ックは、情報記録再生装置の各部に供給されるとともに、シンク検出部１３に供給されて
シンクコードＳＹＸの検出動作時の同期基準として用いられる。
【００４２】
　ホールド信号発生部１５は、シンク検出部１３から出力されるＳＹＸ検出信号に基づい
てＰＬＬ１４に供給するためのホールド信号を生成する。このホールド信号は上記ＰＬＬ
エラー信号の状態を制御する信号であり、ＳＹＸ検出信号によりシンクコードＳＹＸが検
出されたことが判別されたとき、リンキング領域においてＰＬＬエラー信号のレベルを保
持すべき所定の期間を判別するための信号である。
【００４３】
　ここで、図７に上記ホールド信号の波形パターンを示している。図７に示されるホール
ド信号は、上記ＳＹＸ検出信号の立ち下がりタイミングｔ１で立ち上がるとともに、一定
のホールド時間Ｔａが経過するまでハイレベルを保持した後、タイミングｔ２で立ち下が
る波形パターンを有している。そして、このホールド信号はＰＬＬ１４に供給されるので
、図７の下側に示すように、ホールド時間Ｔａの間、ＰＬＬエラー信号が一定値に保たれ
る。
【００４４】
　一方、タイミングｔ１以前は、ＰＬＬ１４の制御状態に応じてＰＬＬエラー信号の波形
が変化する。そして、タイミングｔ２ではＰＬＬ１４のロックが外れた状態となっている
ので、タイミングｔ２から所定の引き込み時間Ｔｂが経過するタイミングｔ３までＰＬＬ
１４の新たな引き込み動作が行われ、タイミングｔ２以降は再びＰＬＬ１４の制御状態に
応じてＰＬＬエラー信号の波形が変化する。なお、引き込み動作時においてもＰＬＬ１４
の周波数は適切に設定されているので、引き込み時間Ｔｂは、ＰＬＬ１４の位相を合わせ
るのに必要な時間となる。
【００４５】
　次に、データ読取部１６は、シンク検出部１３によって検出されたシンクコードにより
区別されるシンクフレームに対し、シンクコードに後続するデータ部分を読取って再生デ
ータとして出力する。データ読取り部１６においては、データの読取りに必要なエラー訂
正処理等の各種信号処理が施される。
【００４６】
　図７に示すリンキング領域付近の各波形パターンによれば、タイミング条件としてリン
キング領域の終端位置がタイミングｔ３経過前となるように設定する必要がある。まず、
ホールド時間Ｔａは、少なくとも再生信号において上述のように波形が乱れた部分を避け
ることができる程度の時間に設定される。また、引き込み時間Ｔｂは、ＰＬＬ１４の帯域
などの特性に基づいて定まる。従って、ホールド時間ＴａとＰＬＬ１４の引き込み時間Ｔ
ｂを考慮して、リンキング領域の長さを設定する必要がある。具体的には、リンキング領
域の長さを１シンクフレームに設定すると、一般には引き込み時間Ｔｂが短縮されてＰＬ
Ｌ１４の帯域が広くなり過ぎるため、リンキング領域の長さを２シンクフレーム以上に設
定することが望ましい。しかし、ＰＬＬ１４の特性が確保されるのであれば、リンキング
領域を１シンクフレームとすることも可能である。一方、リンキング領域の長さを必要以
上に長く設定する場合は、ディスク１の記憶容量を圧迫するので、３シンクフレーム分以
内に設定することが望ましい。
【００４７】
　次に、本実施形態の変形例として、上記のリンキング領域を再生専用のＤＶＤ－ＲＯＭ
に適用した場合の構成を説明する。この変形例においては、ＤＶＤ－ＲＯＭに対し本発明
を適用することにより、上記の記録可能なＤＶＤ－ＲＷ／ＤＶＤ－ＲとＤＶＤ－ＲＯＭの
互換性を確保することを目的とする。
【００４８】
　図８は、上記変形例のＤＶＤ－ＲＯＭにおいて、上記のリンキング領域を含むデータ部
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分を図５と同様のデータ配列に従って表した図である。図８において、図５と異なる点は
、特定の役割を担うサブコードが記録されたサブコード領域としてリンキング領域を利用
することである。なお、それ以外の点については、図５の場合と同様であり、更に図２～
４のデータ構造についても基本的に共通であるが、リンキング領域に含まれる２つのシン
クフレームのデータ部分には、ダミーデータの代わりに上述のサブコードが書き込まれる
。
【００４９】
　上記ＤＶＤ－ＲＯＭのサブコード領域には、本来のデータは記録されないため冗長な領
域であるが、再生制御に必要な各種制御情報をサブコードとして記録することができる。
例えば、記録データに施すべきスクランブルの初期値をサブコードとして書き込んでもよ
い。すなわち、一般にはスクランブルの初期値は記録データの記録位置に基づいて求めら
れるが、予めサブコードとして記録されていればスクランブルの初期値を簡易に決定する
ことができる。このように各種制御情報をサブコード領域に記録する場合、ＤＶＤ－ＲＯ
Ｍの再生動作時にサブコード領域を通常通り読み取る必要があるが、シンクコードＳＹＸ
（又はＳＹＹ）を検出することにより所望のサブコードであることが識別できる。
【００５０】
　なお、上記の変形例に対応するＤＶＤ－ＲＯＭを再生する情報再生装置は、図３と同様
に構成により上記のようにリンキング領域を検出することができる。なお、ＤＶＤ－ＲＯ
Ｍの再生時に常に適正なクロック抽出が保証される場合は、シンクコードＳＹＸを検出す
るだけで、ホールド信号発生部１５は特に設けなくてもよい。
【００５１】
　以上説明したように、本実施形態に係る情報記録再生装置によれば、リンキング領域を
ＥＣＣブロックに加えた領域を考慮して予めアドレス情報が記録されているディスク２へ
の記録時において、各ＥＣＣブロックの境界部に、２シンクフレーム分のリンキング領域
を挿入し、特別なパターンを有するシンクコードＳＹＸ、ＳＹＹを付加するとともに、デ
ィスク再生時にシンクコードＳＹＸを検出してリンキング領域の位置を判別し、ＰＬＬ１
４に対しリンキング領域でホールド状態とし、後続のデータ部分で新たに引き込み動作を
行うように構成される。かかる構成により、ＥＣＣブロック内部にリンキング領域が形成
されないので、エラー訂正能力の劣化が抑えられて記録データの信頼性を向上させること
ができ、また、ＥＣＣブロックの全体がデータ記録に使用できなくなることもない。そし
て、ＥＣＣブロックに比べ十分に小さいデータ部分をリンキング領域として用いるため、
ディスク容量の無駄を少なくして当該ディスク容量の有効活用を図ることが可能となる。
また、再生時には、シンクコードＳＸＹを検出することにより確実にリンキング領域の位
置を判別でき、リンキング領域の位置を反映してＰＬＬ１４を適切に制御するので、安定
なクロック抽出を行うなど再生データの信頼性を高めることができる。また、ＤＶＤ－Ｒ
、ＤＶＤ－ＲＷなどの記録可能なディスクと、ＤＶＤ－ＲＯＭなどの再生専用のディスク
との互換性を確保することも可能であり利便性が高い。
【００５２】
　なお、上記実施形態では、ＤＶＤフォーマットに対応する情報記録再生装置等に対し本
発明を適用する場合を説明したが、これに限られず上述のリンキング領域を設けることが
可能な記録フォーマットに対応する情報記録再生装置に対し広く本発明を適用することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本実施形態に係る情報記録再生装置の概要構成を示すブロックである。
【図２】ＤＶＤフォーマットにおけるＥＣＣブロックのデータ構成を示す図である。
【図３】ＥＣＣブロックに含まれるセクタのデータ構成を示す図である。
【図４】ディスク上で記録済みデータと追記データの境界部にリンキング領域が挿入され
た状態を示す図である。
【図５】リンキング領域を含むデータ部分をディスクのデータ配列に従って表した図であ
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る。
【図６】本実施形態に係るディスクの構成を示す図である。
【図７】本実施形態に係る情報記録再生装置各部にて出力される信号のうち、リンキング
領域付近の波形のパターンを示す図である。
【図８】本実施形態の変形例のＤＶＤ－ＲＯＭにおいて、リンキング領域を含むデータ部
分を図４と同様のデータ配列に従って表した図である。
【符号の説明】
【００５４】
　１　　情報記録再生装置
　２　　ディスク
　５　　ＥＣＣブロック構成部
　６　　リンキング領域挿入部
　７　　データ記録部
　１０　　光ピックアップ
　１１　　再生信号生成部
　１２　　２値スライス部
　１３　　シンク検出部
　１４、２３　　ＰＬＬ
　１５　　ホールド信号発生部
　１６　　データ読取部
　２０　　ＣＰＵ
　２１　　メモリ
　２２　　ウォブル検出部
　ＡＵ　　アドレスユニット
　ＴＲ　　記録トラック
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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